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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の周辺の物体を検出する物体検出部と、
　前記自車両の周辺において、前記物体検出部の検出結果に基づいて、前記自車両の周辺
に前記物体が存在する第１の領域と前記物体が存在しない第２の領域を記録するものであ
って、前記自車両の移動に応じて前記第１の領域及び前記第２の領域を経時的に記録する
記録部と、
　前記記録部で記録された前記第１の領域及び前記第２の領域に基づいて、前記自車両の
走行経路を生成する経路生成部と、
　前記経路生成部により生成された前記走行経路に応じて、前記自車両の走行支援を制御
する制御部と、
　を備え、
　前記記録部は、経時的に記録した前記第１の領域と前記第２の領域を表した車両周辺状
況マップを生成する、走行支援装置。
【請求項２】
　前記経路生成部は、前記自車両が前記第２の領域のみを通過する走行経路を生成する請
求項１に記載の走行支援装置。
【請求項３】
　前記走行経路が、前記物体検出部が前記自車両の周辺の状況を検出していない領域を含
んでいる場合、前記制御部は警告を出すよう出力する請求項１又は２に記載の走行支援装
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置。
【請求項４】
　前記走行支援は、前記自車両が駐車または停車した状態から発進する際に、行われる請
求項１～３のいずれか一項に記載の走行支援装置。
【請求項５】
　自車両の周辺の物体を検出し、
　前記自車両の周辺において、前記物体の検出結果に基づいて、前記自車両の周辺に前記
物体が存在する第１の領域と前記物体が存在しない第２の領域を、前記自車両の移動に応
じて経時的に記録し、
　記録された前記第１の領域及び前記第２の領域に基づいて、経時的に記録した前記第１
の領域と前記第２の領域を表した車両周辺状況マップを生成し、
　前記車両周辺状況マップに基づいて、前記自車両の走行経路を生成し、
　前記走行経路に基づいて走行支援を行う、
　走行支援方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の運転を支援する走行支援装置及び走行支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の運転操作、特に車両の発進を支援するものとして、例えば特開２０１２－
０５６４２８号公報に記載される発進支援装置が知られている。この発進支援装置は、後
退発進する際の車両の旋回方向を取得し、障害物の検出領域を限定することで演算負荷を
低減した発進経路を生成するものである。これによって、旋回方向及び限定された検出領
域においての障害物の有無に基づいて経路を生成することで、車両の移動方向に存在する
障害物を抑制しようとするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０５６４２８号公報
【特許文献２】特開２００８－２９０６６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の発進支援装置では、自車両の周辺、特に側面側
の障害物の検出ができなかった領域においては、障害物があるか否かの判定はされない。
そして、この発進支援装置は、旋回方向及び検出された障害物の位置情報のみに基づいて
経路を生成するため、この経路に未検出領域が含まれる可能性がある。そのため、この未
検出領域に障害物が存在していた場合、車両が障害物に衝突するおそれがあるといった問
題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、精度よく障害物に衝突しない走行経路を生成することができる走行
支援装置及び走行支援方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る走行支援装置は、自車両の周辺の物体を検出する物体検出部と、自車両の
周辺において、物体検出部の検出結果に基づいて、自車両の周辺に物体が存在する第１の
領域と物体が存在しない第２の領域を記録するものであって、自車両の移動に応じて第１
の領域及び第２の領域を経時的に記録する記録部と、記録部で記録された第１の領域及び
第２の領域に基づいて、自車両の走行経路を生成する経路生成部と、経路生成部により生
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成された走行経路に応じて、自車両の走行支援を制御する制御部と、を備える。
【０００７】
　本発明に係る走行支援装置の一態様として、記録部は、経時的に記録した第１の領域と
第２の領域を表した車両周辺状況マップを生成する。
【０００８】
　本発明に係る走行支援装置の一態様として、経路生成部は、自車両が第２の領域のみを
通過する走行経路を生成する。
【０００９】
　本発明に係る走行支援装置の一態様として、走行経路が、物体検出部が自車両の周辺の
状況を検出していない領域を含んでいる場合、制御部は警告を出すよう出力する。
【００１０】
　本発明に係る走行支援装置の一態様として、走行支援は、自車両が駐車または停車した
状態から発進する際に、行われる。
【００１１】
　本発明に係る走行支援方法は、自車両の周辺の物体を検出し、自車両の周辺において、
物体の検出結果に基づいて、自車両の周辺に物体が存在する第１の領域と物体が存在しな
い第２の領域を、自車両の移動に応じて経時的に記録し、記録された第１の領域及び第２
の領域に基づいて、自車両の走行経路を生成し、生成された走行経路に基づいて走行支援
を行う。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によって、精度よく障害物に衝突しない走行経路を生成する走行支援装置または
走行支援方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る走行支援装置のブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る走行支援装置の物体検出についての説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る走行支援装置の発進支援についてのフローチャートであ
る。
【図４】時刻に応じた車両の位置及び物体検出部の検出領域を説明する図である。
【図５】本発明の実施形態に係る車両周辺状況マップを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態に係る走行支援装置及び走行支援方法
を詳細に説明する。以下の実施形態は、本発明を説明するための例示であり、本発明は以
下の内容に限定されない。また、添付図面は実施形態の一例を示したものであり、形態は
これに限定して解釈されるものではない。本発明は、その要旨の範囲内で適宜に変形して
実施できる。図面の寸法及び比率は図示されたものに限られるものではない。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る走行支援装置を示すブロック図である。図１に示す
走行支援装置は、物体検出部１、ＥＣＵ１１、走行支援実行部２１、及び車両情報検出部
３１を備えている。物体検出部１、走行支援実行部２１、及び車両情報検出部３１は、そ
れぞれがＥＣＵ１１と接続されている。なお、走行支援装置は図１に示す構成に限らず、
他の構成が追加されていてもよいし、一部の構成が削除されていてもよい。また、各構成
要件は走行支援装置のみに用いられるのではなく、それ以外の用途と併用してもよい。
【００１６】
　物体検出部１は、車両周辺の物体、特に障害物となる物体の有無を検出する。本実施形
態においての物体検出部１は、前部超音波センサ２、後部超音波センサ３、前部クリアラ
ンスソナー４（以下前部クリソナと略称する）、及び後部クリアランスソナー５（以下後
部クリソナと略称する）を有している。前部超音波センサ２及び後部超音波センサ３は車
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両の左右に備えられている。前部クリソナ４及び後部クリソナ５はそれぞれ複数設けられ
ていてもよい。なお、センサは上記のものに限られず、例えばレーザセンサやミリ波レー
ダーなどを用いてもよい。
【００１７】
　図２は、物体検出部１の検出範囲を示す図である。前部クリソナ４及び後部クリソナ５
は車両の前方及び後方に対しての物体の有無を検出し、その検出範囲は１００で示される
。前部超音波センサ２及び後部超音波センサ３は、車両の側面側の物体の有無を検出し、
その検出範囲は１１０で示される。前部超音波センサ２と後部超音波センサ３とは、前後
に離れて配置されており、それぞれの検出領域の間には、検出範囲外の領域（未検出領域
とする）が存在する。なお、物体検出部１の検出の範囲及び分解能は、各センサの種類や
性能などに依存する。
【００１８】
　ＥＣＵ１１は、例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成され、物体存在検出記録部１
２（以下、記録部と略称する）、経路生成部１３、操舵制御部１４、通信制御部１５を有
している。
【００１９】
　記録部１２は、物体検出部１の検出結果に基づいて、自車両の周辺に物体ありとされる
領域（第１の領域とする）、及び物体なしとされる領域（第２の領域とする）のそれぞれ
を、車両の移動に応じて経時的に記録する。すなわち、記録部１２は、車両周囲に予め設
定された各区画範囲に対し、物体検出部１の検出結果に基づいて、第１の領域又は第２の
領域として記録しつつ、車両の移動に応じて記録状態を更新する。つまり、第１の領域又
は第２の領域として記録された後、検出範囲外となった区画範囲の記録状態は維持される
。一方、新たに検出範囲となった区画範囲については、その時の物体検出部１の検出結果
に基づいて、第１の領域又は第２の領域として記録される。記録部１２は、物体検出部１
の検出結果で物体ありとされる区画範囲を第１の領域として記録し、物体検出部１の検出
結果で物体なしとされる区画範囲を第２の領域として記録する。また、記録部１２は、車
両周囲に設定される車両周辺状況マップに、第１の領域及び第２の領域を記録する。車両
周辺状況マップは、車両周囲に予め設定される区画範囲を二次元的に表したものである。
これに経時的に記録した第１の領域及び第２の領域を記録することで、障害物の領域が表
示されることから、障害物マップとも呼称される。
【００２０】
　経路生成部１３は、記録部１２で記録された第１の領域及び第２の領域に基づき、車両
の走行経路を生成する。走行経路は、車両が走行支援される際に通過する経路であって、
車両が第１の領域を避けるように生成される。また、経路生成部１３は、記録部１２から
出力された車両周辺状況マップに基づいて、走行経路を生成することもできる。
【００２１】
　操舵制御部１４は、経路生成部１３によって生成された走行経路を、車両が通過するよ
うに制御する信号を生成する。通信処理部１５は、操舵制御部１４から出力された車両制
御信号を出力する。また、通信処理部１５は、後述する走行支援実行部２１や車両情報検
出部３１からの情報を受信する。なお、操舵制御部１４と通信処理部１５をまとめて制御
部としてもよい。また、制御部はこの二つのみで構成されるわけではなく、他の構成を含
んでいてもよい。
【００２２】
　走行支援実行部２１は、ＥＣＵ１１から出力された車両制御信号に基づいて、車両の走
行支援を実行する。走行支援実行部２１としては、例えばディスプレイ２２やＥＰＳ２３
（電動パワーステアリング）が用いられる。ディスプレイ２２やＥＰＳ２３は、ＥＣＵ１
１からの出力に基づいた指示をそれぞれ実行する。ＥＣＵ１１の指示には、例えば操舵制
御部１４が自動操舵を行うための制御指示をＥＰＳ２３に出力することや、ディスプレイ
２２に生成した走行経路を表示することなどが挙げられる。なお、ディスプレイ２２はカ
ーナビゲーションシステムやリアビューカメラなどと接続していてもよい。
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【００２３】
　車両情報検出部３１は、車両情報検出部３１が検出した情報をＥＣＵ１１に出力する。
ＥＣＵ１１は、これらの出力を受信し、操舵制御部１４などに適宜フィードバックを行う
。本実施形態の車両情報検出部３１は、ウィンカ検出部３２、シフト検出部３３、車輪速
センサ３４、ステアリングセンサ３５を有する。また、図示していないが、ＥＣＵ１１内
の記録部１２は、車両情報検出部３１から出力された情報を記録するように構成されてい
てもよい。
【００２４】
　次に、本実施形態に係る走行支援装置の動作について説明する。図３は、本実施形態に
係る走行支援装置が、車両が駐車状態または停車状態から発進する際に行う発進支援につ
いてのフローチャートの一例である。
【００２５】
　まず、自車両の周辺障害物の検出が行われる（Ｓ１）。自車両周辺の障害物の検出は、
エンジンの始動直後から物体検出部１により行われる。自車両の周辺にて、障害物有りと
される領域を第１の領域とし、障害物無しとされる領域を第２の領域として検出する。
【００２６】
　また、上述のＳ１とほぼ同時に自車現在位置の算出が行われる（Ｓ２）。自車両の現在
位置は、車両情報検出部３１から出力された情報を基にして、ＥＣＵ１１にて求められる
。例えば、車輪パルスと舵角から、前回検出からの自車両の移動量と姿勢変化量を計算し
、前回の自車両の位置、姿勢に変化量を加えて計算することで、自車両の現在位置が求め
られる。なお、自車両周辺の障害物の有無の検出及び自車両の現在位置の算出は、同時に
実施されてもよいし、そうでなくてもよい。
【００２７】
　なお、上述のＳ１の検出結果及びＳ２の算出結果のそれぞれは、記録部１２にて記録さ
れる。記録部１２は、第１の領域だけではなく第２の領域も記録し、かつ車両の移動に応
じて、経時的に記録する。すなわち、Ｓ１の検出結果に基づいて、第１の領域又は第２の
領域を記録しつつ、車両の移動に応じて記録状態を更新する。図２に示すように、物体検
出部１が車両周辺の障害物を検出できる範囲は限られており、特に側面の検出範囲は狭い
。しかしながら、車両の移動に応じて検出された第１の領域及び第２の領域を経時的に記
録することで、ある一点の検出結果のみよりも検出領域が広くなる。すなわち、未検出領
域が減少する。これによって、未検出領域に存在する障害物と接触する可能性を低減させ
ることができる。
【００２８】
　次に、この経時的に記録された第１の領域と第２の領域に基づいて、車両周辺状況マッ
プが生成される（Ｓ３）。車両周辺状況マップは、車両周囲に設定される区画範囲に、記
録部１２に記録された第１の領域及び第２の領域を２次元的に表したものとする。これは
、記録部１２に蓄積して記録されたデータを用いて作成される。この車両周辺状況マップ
は経時的に更新されていくが、時間が経過するに伴い検出結果と実際の状況とが異なって
くる可能性がある。そのため、最後に検出してから一定時間経過した領域を不明な領域（
または未検出領域）としてもよい。一定時間とは、例えば数秒以上数分以下でよく、適宜
設定すればよい。
【００２９】
　ここで、本実施形態における車両周辺状況マップの生成方法について説明する。本実施
形態では、車両、第１の領域、及び第２の領域をそれぞれ座標化して表現した車両周辺状
況マップの生成方法について説明する。なお、座標化して表現する際に、例えばエンジン
が始動した時の車両の中心を原点とし、車両の幅方向をＸ軸、車両の長手方向をＹ軸とす
る。
【００３０】
　図４は、車両右前方及び右半面に備え付けられている物体検出部のセンサの検出領域の
例を表している。１００が前部クリソナ及び後部クリソナにて障害物が検出される範囲、
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１１０が前部超音波センサ及び後部超音波センサにて障害物が検出される範囲である。ま
た、２００は車両を表しており、３００は障害物を表している。なお、図４の１マスは、
車両周囲に設定される区画範囲の中の１区画を示す。この１区画は、予め設定されるもの
である。また、この１区画は、センサの分解能に応じて変化してもよい。センサの分解能
は、センサの種類や性能などに依存する。本実施形態を示す図４では、１マスの１辺を５
０ｃｍとする。しかしながら、分解能がよいほど障害物の検出精度が高くなるため、実際
の分解能は数ｃｍ～１０ｃｍ程度が好ましい。
【００３１】
　図４（ａ）は時刻Ｔ０においての車両２００の位置とセンサの検出領域を、図４（ｂ）
は時刻Ｔ１においての車両２００の位置とセンサの検出領域を、図４（ｃ）は時刻Ｔ３に
おいての車両２００の位置とセンサの検出領域を、それぞれ表している。時刻Ｔ０からＴ

３に経過することに伴って、車両２００が移動している。車両２００の移動に伴い、セン
サが検出する領域も変化していくことがわかる。
【００３２】
　時刻Ｔ０からＴ３でのそれぞれのセンサの検出領域は、センサの最大探知距離までの障
害物の有無によって決定する。従って、それぞれの時刻にて障害物の検出を行い、センサ
の検出領域内で障害物が検出されなかったときは、その検出領域内は障害物なしと判断さ
れる。一方、障害物が検出されれば、障害物３００が検出された地点と車両２００との間
の領域は障害物なしと判断される。そして障害物３００の位置を含む領域に障害物ありと
判断される。この領域の広さは、センサの分解能に依存する。障害物３００の背面側はセ
ンシングができないため、障害物３００の背面側の領域は未検出領域として判断される。
また、センサの検出範囲外も未検出領域と判断される。なお、それぞれの時刻においての
コンピュータの内部表現として、障害物ありの領域：２、障害物なしの領域：１、未検出
領域：０、とされる。
【００３３】
　図５は、図４（ａ）乃至図４（ｃ）にて示された検出結果を基にして、車両周辺状況マ
ップを生成する例を示している。図５では、障害物３００のあった領域を第１の領域とし
、車両が通過した領域及びセンサにて障害物が検出されなかった領域を第２の領域として
示されている。また、図５（ａ）は時刻Ｔ０において生成された車両周辺状況マップを、
図５（ｂ）は時刻Ｔ１において生成された車両周辺状況マップを、図５（ｃ）は時刻Ｔ３

において生成された車両周辺状況マップを、それぞれ示している。
【００３４】
　この車両周辺状況マップは、記録部が記録した検出結果を重ね合わせることによって生
成されている。例えば図５（ｃ）では、時刻Ｔ０から時刻Ｔ３の間にセンサが検出した第
１の領域及び第２の領域の全てが表された車両周辺状況マップが生成される。上述のよう
に、車両周辺の障害物の検出は、エンジン始動直後から行われている。そのため、本実施
形態に係る発進支援を行うことで、それまでの車両周辺の障害物の有無の検出結果を重ね
合わせて生成した車両周辺状況マップを用いることができる。従って、車両周辺の未検出
領域の少ない条件下で発進支援が行われる。
【００３５】
　図３に戻り、上述のように生成された車両周辺状況マップを基にして、走行経路が生成
される（Ｓ４）。この走行経路は、車両が走行支援される際に通過する経路である。図５
（ｃ）に示すように、自車両が第１の領域を通過せずに発進支援をされるように生成され
る。この時、自車両が第２の領域のみを通過するように走行経路を生成することが好まし
い。障害物が存在する未検出領域を通過する走行経路を生成してしまった場合、自車両が
障害物と接触してしまうからである。なお、この走行経路を生成するための計算方法は、
公知の方法を使ってよく、例えば特開２００５－１４７７８号公報に記載される方法にて
求められる。
【００３６】
　本実施形態においてのセンサの検出する範囲は、例えば図４（ａ）に示すように、距離
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にして約数ｍである。従って、自車両の前後方向の直前の障害物の有無を検出することが
できるため、走行経路全体（例えば出庫完了までの数ｍ）での障害物の有無の判定は実施
しなくてもよい。自車両が移動していき、障害物が検出された時点で発進支援を行うため
の走行経路を生成する、または走行経路を切り替えてもよい。一方、自車両前後のセンサ
の検出範囲が十分に長い場合は、発進支援を行う走行経路を自車両が移動する前に計算し
てもよい。
【００３７】
　そして、生成された走行経路を用いて発進支援が実施される（Ｓ５）。発進支援として
は、自動発進が行われることや発進経路が表示されることなどが挙げられる。本実施形態
においては、操舵制御部１４によって自動発進を行うための制御指示が出力される。この
場合、通信処理部１５を介して、走行支援実行部２１のＥＰＳ２３などに制御指示が出力
される。また、自動発進を行わずに、ディスプレイ２２に生成した走行経路を表示するこ
ともできる。生成した走行経路をディスプレイ２２に表示することで、運転手が視覚で通
過すべき走行経路を認識できるため、障害物に接触する可能性を抑制することができる。
この走行経路を、車載カメラなどにて撮影した画像や動画に重ねてディスプレイ２２に表
示することもできる。これによって、より通過すべき走行経路がわかりやすくなる。これ
らの発進支援は、複数を同時に行われてもよい。
【００３８】
　発進支援実施後に、発進支援がこれ以上必要ないか否かを判断し、必要なければ発進支
援を終了する。一方、まだ発進支援が必要であると判断されれば、もう一度発進支援を実
施する。
【００３９】
　以上のように、本実施形態に係る走行支援装置によれば、自車両の周辺の障害物の有無
を、自車両の移動に応じて経時的に記録したデータに基づいて走行経路を生成している。
すなわち、自車両の移動に応じて検出領域を経時的に広げていくことで、未検出領域を低
減している。これにより、未検出領域を通過する走行経路を生成する可能性が低減し、発
進支援中に自車両が障害物と接触する可能性を抑制することができる。それに対して、従
来の発進支援装置は、発進支援時の車両周辺の障害物の検出結果に基づいて走行経路を生
成する。この場合、センサの検出範囲は限定されるため、自車両の周囲に未検出領域が存
在する。未検出領域は、図２に示すように、特に自車両の側面側に多い。そのため、未検
出領域に障害物があった場合、その障害物に接触する走行経路を生成するおそれがある。
そこで、本実施の形態に係る走行支援装置を適用することで、そのようなおそれを解消す
ることができる。
【００４０】
　また、本実施形態に係る走行支援装置によれば、自車両が通過すべき走行経路の生成に
あたって、障害物の存在する位置情報だけでなく、障害物が存在しない位置情報も利用さ
れる。そして、これらの位置情報を経時的に記録し、重ね合わせることで車両周辺状況マ
ップを生成し、この車両周辺状況マップに基づいて走行経路を生成している。一方、従来
の発進支援装置は、車両の周辺の障害物の検出及びその領域を記録するのみであり、車両
周辺に障害物がない領域を検出及び記録することはしていない。そのため、障害物の検出
されていない領域が検出済みの領域なのか、あるいは未検出領域なのかを運転手が判別す
ることが困難であった。本実施の形態に係る走行支援装置は、運転手がそのような判別を
することが簡便になる。さらに、この車両周辺状況マップの中で障害物が存在しない位置
情報のみで走行経路を生成することで、より精度よく物体と接触することを抑制する走行
支援を行うことができるため好ましい。
【００４１】
　なお、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。例えば、本発明を発進支援に限らず、その他の走行支援に用いてもよい
。例えば、駐車支援に適用してもよい。また、運転支援は、上述の発進支援の例に限らな
くてもよい。例えば、生成された走行経路に未検出領域が含まれていた場合、運転手に対
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ものや、ランプの点灯、ディスプレイにアイコンが表示するなど種々の利用が考えられる
。これにより、運転手が自ら運転しているときに、障害物に接触する可能性が低減できる
。なお、本実施形態に係る走行支援装置は、車両周辺の未検出領域が無くなるまでに車両
が直進または後退不能の場合、運転手に警告した後に未検出領域を通過する走行経路に従
って、運転支援をしてもよい。
【００４２】
　また、上記実施形態では、それぞれの時刻においてのコンピュータの内部表現として、
障害物ありの領域（第１の領域）：２、障害物なしの領域（第２の領域）：１、未検出領
域：０、の３状態で表現したが、本発明はこれに限定されない。例えば、第１の領域の内
部表現の値を時間の関数とし、検出してからの時間が経過するに従って当該値を０に向か
って低下させてもよい。これにより、内部表現の値が一定値以下（例えば１．２以下）の
領域のみを通過する走行経路を生成してもよい。
【符号の説明】
【００４３】
　１…物体検出部、２…前部超音波センサ、３…後部超音波センサ、４…前部クリアラン
スソナー、５…後部クリアランスソナー、１１…ＥＣＵ、１２…物体存在検出記録部、１
３…経路生成部、１４…操舵制御部、１５…通信処理部、２１…走行支援実行部、２２…
ディスプレイ、２３…ＥＰＳ、３１…車両情報検出部、３２…ウィンカ検出部、３３…シ
フト検出部、３４…車輪速センサ、３５…ステアリングセンサ、２００…車両、３００…
障害物。

【図１】 【図２】
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【図５】
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